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は
じ
め
に

　

二
〇
一
五
年
六
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た

「
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に

関
す
る
法
律
」（
以
下
、
Ｇ
Ｉ
法
と
い
う
）

も
、
三
年
が
経
過
し
大
分
運
用
も
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
当
初
想
定
さ
れ
て
い
た
運
用
と

異
な
る
運
用
に
よ
り
、
現
場
が
混
乱
し
て

い
る
論
点
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
地
理

的
表
示
（
以
下
、
Ｇ
Ｉ
と
い
う
）
登
録
と

商
標
権
の
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
、
多
く
の
案
件
に
関
与
し
た
当
所
の

経
験
を
踏
ま
え
、
地
域
活
性
化
の
た
め
の

ブ
ラ
ン
ド
育
成
に
有
効
な
Ｇ
Ｉ
と
商
標
の

組
み
合
わ
せ
の
パ
タ
ー
ン
を
検
討
す
る
。

　

農
産
物
の
名
称
に
係
る
知
財
制
度

　  

農
産
物
の
名
称
に
関
す
る
知
的
財
産

（
以
下
、
知
財
と
い
う
）
制
度
と
し
て
は
、

種
苗
法
の
品
種
名
称
に
関
す
る
規
定
、
商

標
法
、
Ｇ
Ｉ
法
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
制
度
の
経
緯
を
整
理
し
な
が
ら
、
Ｇ
Ｉ

法
の
特
徴
を
見
て
い
こ
う
。

▼
種
苗
法
（
品
種
登
録
制
度
）

　

種
苗
法
は
、
①
品
種
の
育
成
の
振
興
を

図
る
「
品
種
登
録
制
度
」
と
、
②
種
苗
の

流
通
の
適
正
化
を
図
る「
指
定
種
苗
制
度
」

と
い
う
、
二
つ
の
制
度
を
内
包
す
る
。

　

こ
の
う
ち
、
知
財
制
度
と
言
え
る
の
は

品
種
登
録
制
度
で
あ
る
。
品
種
登
録
制
度

は
、「
育
成
者
権
」
と
い
う
排
他
的
独
占

権
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
植
物
新
品
種

を
保
護
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
品
種
登
録
制
度
は
、
品
種

名
称
の
登
録
が
あ
る
た
め
勘
違
い
さ
れ
が

ち
だ
が
、名
称
保
護
の
制
度
で
は
な
い（
こ

の
点
が
、
種
苗
法
の
前
身
で
あ
る
農
産
種

苗
法
に
お
け
る
「
名
称
登
録
制
度
」
と
の

違
い
で
あ
る
）。
種
苗
法
二
二
条
等
の
品

種
名
称
に
関
す
る
規
定
は
、
種
苗
流
通
の

混
乱
防
止
が
趣
旨
で
あ
る
。
登
録
品
種
名

称
は
、
普
通
名
称
化
す
る
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
育
成
者
権
の
存
続
期
間
満
了
後
は

パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
（
誰
で
も
利
用
で

き
る
名
称
）
と
な
る
。

　

そ
の
た
め
、
実
務
上
は
、「
東
京
○
○

号
」
の
よ
う
な
名
称
で
品
種
登
録
出
願
を

し
、
同
時
に
、
実
際
の
商
品
名
と
し
て
使

用
し
て
い
き
た
い
名
称
を
商
標
登
録
出
願

す
る
と
い
う
二
本
立
て
出
願
が
主
流
で
あ

る
。
当
該
実
務
は
、
浅
野
勝
美
弁
理
士
が

提
唱
し
定
着
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
拙

稿
「
種
苗
法
と
商
標
法
の
交
錯
」（
パ
テ
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ン
ト
二
〇
一
一
年
八
月
号
四
三
～

五
七
頁
、
パ
テ
ン
ト
二
〇
一
四
年

七
月
号
二
五
～
四
〇
頁
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

▼
商
標
法
（
商
標
制
度
お
よ
び
地

域
団
体
商
標
制
度
）

　

商
標
制
度
は
、「
商
標
権
」
と

い
う
排
他
的
独
占
権
を
与
え
る
こ

と
に
よ
り
、
商
標
（
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に

使
用
さ
れ
る
標
章
）
を
保
護
す
る
。
つ
ま

り
、
名
称
を
保
護
す
る
制
度
で
あ
る
。
し

か
も
、
商
標
権
の
存
続
期
間
は
更
新
で
き

る
た
め
、
当
該
名
称
を
半
永
久
的
に
独
占

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
っ
と
も
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
産
品
の
名

称
は
、
識
別
力
（
需
要
者
に
誰
の
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
な
の
か
認
識
さ
せ
る
力
）
を
有

し
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
商
標
権

の
取
得
が
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
使
用

に
よ
る
識
別
力
の
獲
得
の
水
準
を
、「
全

国
周
知
」
か
ら
「
隣
接
都
道
府
県
に
及
ぶ

程
度
の
周
知
」
に
緩
和
し
た
地
域
団
体
商

標
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
商
標
制
度
も
地
域
団
体
商

標
制
度
も
、
制
度
上
、
品
質
は
保
証
さ
れ

な
い
。ま
た
、商
品
に
対
す
る
グ
ッ
ド
ウ
ィ

ル
（

≒

顧
客
吸
引
力
）
は
商
標
権
者
に
帰

着
す
る
か
、
商
標
権
者
と
地
域
に
分
散
し

て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

▼
地
理
的
表
示
法

　
「
地
理
的
表
示
」
と
は
、「
特
定
農
林
水

産
物
等
の
名
称
の
表
示
」（
Ｇ
Ｉ
法
二
条

三
項
）、
つ
ま
り
、
特
定
の
生
産
地
に
由

来
し
た
特
性
を
有
す
る
農
林
水
産
物
等

の
名
称
の
表
示
で
あ
る
。Geographical 

Indication

の
こ
と
で
、
Ｇ
Ｉ
と
略
さ
れ

る
。

　

こ
こ
で
言
う
「
農
林
水
産
物
等
」
は
、

食
用
の
農
林
水
産
物
お
よ
び
加
工
飲
食
料

品
、
並
び
に
政
令
で
定
め
る
農
林
水
産
物

（
観
賞
用
の
植
物
、工
芸
農
作
物
、立
木
竹
、

観
賞
用
の
魚
、
真
珠
）
お
よ
び
政
令
で
定

め
る
加
工
品
（
一
定
の
飼
料
、
漆
、
竹
材
、

精
油
。
木
炭
、
木
材
、
畳
表
、
生
糸
）
で

あ
る
。
酒
類
や
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、

化
粧
品
、
再
生
医
療
等
製
品
は
除
か
れ
る

が
、
六
次
産
業
化
の
産
品
も
含
ま
れ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
「
特
性
」
は
、
生
産
地
や

生
産
方
法
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
特
性
は
、
①
風
土
・
自
然
環
境

の
よ
う
な
「
地
域
性
」、
②
生
産
方
法
・

技
術
・
工
夫
の
よ
う
な
「
取
組
み
」、
③

歴
史
・
文
化
の
よ
う
な
「
伝
統
性
」
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｇ
Ｉ
制

度
で
は
、「
地
域
性
」「
取
組
み
」「
伝
統
性
」

を
介
し
て
、
生
産
地
と
特
性
が
密
接
不
可

分
に
結
び
付
く
こ
と
に
な
り
、
産
品
に
対

す
る
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
が
生
産
地
に
帰
着
す

る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

　

Ｇ
Ｉ
制
度
は
、
特
定
農
林
水
産
物
等
の

名
称
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
国
が
そ
の

品
質
を
保
証
（
お
墨
付
き
を
付
与
）
す
る

制
度
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｇ
Ｉ
制
度

を
利
用
す
れ
ば
、
初
め
か
ら
Ｇ
Ｉ
と
い

う
「
器
」
に
国
が
お
墨
付
き
を
与
え
た
特

性
等
を
「
中
身
」
と
し
て
入
れ
ら
れ
る
た

め
、
非
常
に
効
率
的
に
プ
ラ
ス
の
ブ
ラ
ン

ド
・
エ
ク
イ
テ
ィ
（
資
産
的
価
値
）
を
蓄

積
で
き
る
。
ま
た
、
国
の
お
墨
付
き
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、事
業
者
が
示
す
ブ
ラ
ン
ド
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
顧
客
が
抱
く
ブ
ラ

ン
ド
・
イ
メ
ー
ジ
と
の
間
に
ず
れ
が
生
じ

な
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
詳
し
く

は
、
拙
稿
「
地
理
的
表
示
（
Ｇ
Ｉ
）
制
度

の
概
要
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
築
」（
Ｊ

Ａ
金
融
法
務
二
〇
一
六
年
四
月
号
一
六
～

二
一
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

生
産
者
団
体
が
申
請
す
る
と
、
審
査

（
書
面
審
査
、
公
示
、
現
地
調
査
、
学
識

経
験
者
委
員
会
）
を
経
て
登
録
さ
れ
る
。

Ｇ
Ｉ
登
録
後
、
①
生
産
業
者
は
、
特
定
農

図１　登録ＧＩのロゴマーク
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林
水
産
物
等
ま
た
は
包
装
等
に
Ｇ
Ｉ
を
付

す
こ
と
が
で
き
る
（
Ｇ
Ｉ
法
三
条
一
項
）。

②
一
方
、
①
以
外
は
、
登
録
に
係
る
特
定

農
林
水
産
物
等
が
属
す
る
区
分
に
つ
い

て
は
、
誰
も
Ｇ
Ｉ
と
同
一
・
類
似
の
表
示

を
付
し
て
は
な
ら
な
い
（
Ｇ
Ｉ
法
三
条
二

項
）。
さ
ら
に
、
③
生
産
業
者
は
、
特
定

農
林
水
産
物
等
ま
た
は
包
装
等
に
、
Ｇ
Ｉ

ロ
ゴ
マ
ー
ク
（
図
１
参
照
）
を
付
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｇ
Ｉ
法
四
条
一
項
）。

④
一
方
、③
以
外
は
、誰
も
Ｇ
Ｉ
ロ
ゴ
マ
ー

ク
と
同
一
・
類
似
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
付
し

て
は
な
ら
な
い
（
Ｇ
Ｉ
法
四
条
二
項
）。

上
記
②
③
④
の
違
反
者
に
対
し
、
農
林
水

産
大
臣
は
措
置
命
令
が
で
き
る
（
Ｇ
Ｉ
法

五
条
）。
当
該
措
置
命
令
の
違
反
者
に
は

罰
則
が
科
さ
れ
る
（
Ｇ
Ｉ
法
二
八
条
、
同

二
九
条
）。
ま
た
、
誰
で
も
当
該
措
置
命

令
を
請
求
で
き
る
（
措
置
請
求
。
Ｇ
Ｉ
法

二
五
条
一
項
）。

　

Ｇ
Ｉ
登
録
に
保
護
期
間
の
制
限
は
な

い
。
も
っ
と
も
、
Ｇ
Ｉ
制
度
は
、
第
三
者

の
行
為
を
規
制
す
る
の
み
で
あ
り
、
排
他

的
独
占
権
は
与
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
代
わ

り
、
Ｇ
Ｉ
や
Ｇ
Ｉ
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
不
正
付

着
に
対
し
て
は
、
国
が
対
応
（
農
水
大
臣

の
措
置
命
令
）
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
Ｇ
Ｉ
制
度
に
は
、
①

ラ
イ
セ
ン
ス
と
い
う
概
念
が
な
い
こ
と
、

②
権
利
者
自
ら
行
え
る
差
止
請
求
が
な
い

こ
と
、
③
損
害
賠
償
請
求
（
民
法
七
〇
九

条
）
等
に
お
け
る
立
証
負
担
の
軽
減
規
定

が
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
Ｇ
Ｉ

制
度
で
は
、
生
産
地
が
自
ら
積
極
的
に
、

機
動
的
か
つ
緻
密
な
ブ
ラ
ン
ド
・
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
す
る
こ
と
は
不
得
手
と
言
え
る
。

　

な
お
、
申
請
に
お
け
る
留
意
点
や
、
Ｇ

Ｉ
制
度
を
活
用
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
地
理
的
表
示
（
Ｇ

Ｉ
）
制
度
の
概
要
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の

構
築
」（
前
出
）
お
よ
び
「
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
大

改
正
の
概
要
と
活
用
事
例
（
Ｊ
Ａ
金
融
法

務
二
〇
一
八
年
三
月
号
一
〇
～
一
五
頁
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

  

地
理
的
表
示
と
商
標
の
組
み
合
わ
せ

▼
な
ぜ
組
み
合
わ
せ
が
必
要
か

　

Ｇ
Ｉ
制
度
の
先
進
地
域
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
の

Ｇ
Ｉ
制
度
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｏ
と
Ｐ
Ｇ
Ｉ
の
大
き

く
二
段
階
に
な
っ
て
い
る
（
図
２
参
照
）。

Ｐ
Ｄ
Ｏ
（Protected D

esignation of 
O

rigin

：
保
護
さ
れ
た
原
産
地
呼
称
）
は
、

生
産
行
程
の
全
て
が
特
定
の
地
理
的
領
域

内
で
行
わ
れ
、
テ
ロ
ワ
ー
ル
（
自
然
的
・

人
的
要
因
を
含
む
地
理
的
環
境
）
と
密
接

不
可
分
な
特
性
を
も
つ
産
品
で
あ
り
、
私

は「
ご
当
地
一
貫
」と
呼
ん
で
い
る
。一
方
、

Ｐ
Ｇ
Ｉ
（Protected Geographical 

Indication

：
保
護
さ
れ
た
地
理
的
表
示
）

は
、
生
産
行
程
の
一
部
が
特
定
の
地
理
的

領
域
内
で
行
わ
れ
、
原
産
地
に
由
来
す
る

特
性
を
も
つ
産
品
で
あ
る
。

　

ブ
ラ
ン
ド
戦
略
で
は
、
し
ば
し
ば
、
複

数
階
層
の
ブ
ラ
ン
ド
が
設
け
ら
れ
る
。
実

際
、
Ｅ
Ｕ
で
は
、「
同
一
名
称
」
の
産
品

が
Ｐ
Ｄ
Ｏ
と
Ｐ
Ｇ
Ｉ
の
双
方
に
登
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
す
る

と
、
上
位
の
Ｐ
Ｄ
Ｏ
を
需
要
者
に
対
す
る

フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
と
し
て
、
ま
た
、
生
産

者
自
身
の
目
標
と
し
て
、
さ
ら
な
る
品
質

の
向
上
を
牽
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
品
質
の
向
上
の
サ
イ

ク
ル
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
者

の
所
得
向
上
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

わ
が
国
の
Ｇ
Ｉ
制
度
は
、
Ｅ
Ｕ
の
Ｐ
Ｄ

Ｏ
に
当
た
る
も
の
が
な
く
一
階
層
し
か
な

い
の
で
、
商
標
制
度
と
の
組
み
合
わ
せ
等

に
よ
る
二
階
層
化
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
当
時
の
農
林
水
産
省
食
料
産
業
局
長

の
山
下
正
行
氏
も
、
第
一
八
六
回
国
会
の

参
議
院
農
林
水
産
委
員
会
で
、
Ｇ
Ｉ
制
度

図２　ＥＵのＧＩ制度

PDO

PGI PDOロゴ
（赤いマーク）

PGIロゴ
（青いマーク）



果 実 日 本 ―  48  ―

と
地
域
団
体
商
標
制
度
に
つ
い
て
、「
地

域
の
実
態
や
産
品
の
特
性
を
踏
ま
え
た
ブ

ラ
ン
ド
戦
略
に
応
じ
て
利
用
す
る
制
度
を

選
択
し
、
又
は
両
者
を
組
み
合
わ
せ
て
利

用
す
る
と
い
っ
た
対
応
を
取
っ
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
い
う
ふ

う
に
考
え
て
お
り
ま
す
」と
述
べ
て
い
る
。

▼
商
標
権
は
不
要
と
な
る
の
か

　

ブ
ラ
ン
ド
化
に
意
欲
的
な
団
体
や
地
域

は
、既
に
商
標
（
地
域
団
体
商
標
を
含
む
）

の
登
録
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ

の
場
合
、
登
録
商
標
と
同
じ
名
称
を
Ｇ
Ｉ

登
録
す
る
と
、
当
該
名
称
が
付
さ
れ
た
Ｇ

Ｉ
産
品
等
に
は
、
商
標
権
の
効
力
は
及
ば

な
い
（
商
標
法
二
六
条
三
項
）。
つ
ま
り
、

特
定
農
林
水
産
物
等
登
録
簿
（
Ｇ
Ｉ
登
録

簿
）
に
記
載
さ
れ
た
生
産
地
の
範
囲
内
の

構
成
員
は
誰
で
も
、
当
該
Ｇ
Ｉ
の
特
性
や

生
産
方
法
等
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
限

り
、
登
録
商
標
と
同
じ
名
称
を
使
用
で
き

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｇ
Ｉ
は
「
地
域

の
共
有
財
産
」と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
。

　

上
記
を
背
景
に
、
Ｇ
Ｉ
登
録
後
は
商
標

権
は
不
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

質
問
も
よ
く
受
け
る
。
私
は
以
下
の
理
由

か
ら
、
Ｇ
Ｉ
登
録
後
も
商
標
権
を
保
有
し

続
け
る
べ
き
と
考
え
る
。
第
一
に
、
前
述

の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｉ
制
度
は
、
機
動
的
か
つ

緻
密
な
ブ
ラ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
不

得
手
で
あ
る
。
と
く
に
地
域
外
の
第
三
者

に
よ
る
使
用
に
対
し
て
、
商
標
権
は
機
動
的

に
対
処
で
き
る
。
ま
た
、損
害
賠
償
請
求（
民

法
七
〇
九
条
）
す
る
場
合
に
は
、
商
標
権
に

は
立
証
負
担
の
軽
減
規
定
が
あ
る
。

　

第
二
に
、日
本
で
登
録
さ
れ
た
Ｇ
Ｉ
は
、

原
則
と
し
て
日
本
国
内
の
み
の
保
護
で
あ

り
、
海
外
で
は
相
互
保
護
の
条
約
を
締
結

し
た
国
で
の
み
保
護
さ
れ
る
。
相
互
主
義

国
で
あ
っ
て
も
、
日
本
と
Ｇ
Ｉ
の
類
似
範

囲
や
読
み
方
が
異
な
る
と
い
う
相
互
保
護

の
限
界
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
に
お

け
る
商
標
登
録
を
基
礎
登
録
と
し
て
、
マ

ド
リ
ッ
ド
協
定
議
定
書
に
よ
る
商
標
の
国

際
登
録
を
す
る
こ
と
は
、
非
相
互
主
義
国

に
お
い
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
ば
か
り
か
、

相
互
主
義
国
に
お
い
て
も
当
該
名
称
の
保

護
を
万
全
に
で
き
る
点
で
有
効
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
商
標
権
に
よ
っ
て
、
Ｇ
Ｉ
産

品
の
周
辺
商
品
・
役
務
の
ブ
ラ
ン
ド
・
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

▼
組
み
合
わ
せ
パ
タ
ー
ン
の
検
討

　

図
３
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｉ
登
録
お
よ
び
商

標
権
に
よ
る
ブ
ラ
ン
ド
管
理
体
制
と
し
て

は
、
大
き
く
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら

れ
る
。

　

何
度
も
や
り
取
り
す
る
中
で
、
Ｇ
Ｉ
を

所
管
す
る
農
林
水
産
省
知
的
財
産
課
（
以

下
、
当
局
と
い
う
）
は
、
Ｇ
Ｉ
は
「
地
域

の
共
有
財
産
」
と
い
う
意
識
が
強
く
、
パ

タ
ー
ン
Ａ
、
ま
た
は
相
当
広
く
Ｇ
Ｉ
を
付

す
る
こ
と
を
認
め
る
パ
タ
ー
ン
Ｂ
・
パ

タ
ー
ン
Ｃ
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
た
。

　

私
は
、
パ
タ
ー
ン
Ｄ
ま
た
は
Ｅ
が
、
地

域
活
性
化
の
た
め
の
ブ
ラ
ン
ド
育
成
に
最

も
有
効
と
考
え
る
。

①
パ
タ
ー
ン
Ａ
（
地
域
開
放
Ｇ
Ｉ
戦
略
）

【
概
要
】
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
Ｇ
Ｉ
登
録
の

み
で
管
理
す
る
手
法
で
あ
り
、
当
該
地
域

の
既
存
の
お
よ
び
将
来
の
す
べ
て
の
生
産

者
が
Ｇ
Ｉ
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
Ｇ
Ｉ
登
録
に
当
た
っ
て
、
品
質
基
準

を
生
産
者
そ
れ
ぞ
れ
の
最
大
公
約
数
的
な

レ
ベ
ル
に
設
定
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

【
利
点
】
当
該
地
域
の
生
産
者
が
広
く
Ｇ

Ｉ
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
Ｇ
Ｉ

自
体
が
、
産
地
結
集
・
地
域
活
性
化
の
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
検
討
】
何
度
も
や
り
取
り
す
る
中
で
、

当
局
は
、
申
請
書
・
明
細
書
に
は
、（
特

性
や
生
産
方
法
等
の
基
準
の
）
最
大
公
約

図３－１　ＧＩと商標の組み合わせパターンＡ～Ｃ

GI

商標
GI GI
非GI 非GI

パターンA パターンB パターンC
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かじ 特集●果実販売のトレンドを見る

に
よ
り
高
い
品
質
基
準
で
足
並
み
を
揃
え

管
理
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

【
利
点
】
パ
タ
ー
ン
Ａ
に
比
べ
て
、
将
来

に
お
け
る
品
質
の
向
上
が
可
能
と
な
る

し
、
産
品
の
個
性
や
こ
だ
わ
り
も
反
映
で

き
る
。

【
検
討
】
パ
タ
ー
ン
Ｂ
に
は
、
三
つ
の
デ

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
第
一
に
、
当
該
地
域

の
既
存
の
生
産
者
が
Ｇ
Ｉ
と
同
一
・
類
似

の
名
称
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

場
合
が
あ
る
。

　

こ
の
点
、「
登
録
の
日
前
か
ら
不
正
の

利
益
を
得
る
目
的
、
他
人
に
損
害
を
加
え

る
目
的
そ
の
他
の
不
正
の
目
的
で
な
く
登

録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
が
属
す
る

区
分
に
属
す
る
農
林
水
産
物
等
若
し
く
は

そ
の
包
装
等
に
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等

に
係
る
地
理
的
表
示
と
同
一
の
名
称
の
表

示
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
表
示
を
付

し
て
い
た
者
及
び
そ
の
業
務
を
承
継
し
た

者
が
継
続
し
て
当
該
農
林
水
産
物
等
若
し

く
は
そ
の
包
装
等
に
こ
れ
ら
の
表
示
を
付

す
る
場
合
」
に
は
、
Ｇ
Ｉ
と
同
一
・
類
似

の
表
示
を
付
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い

な
い
（
Ｇ
Ｉ
法
三
条
二
項
四
号
。
い
わ
ゆ

る
先
使
用
権
）。
し
か
し
、
当
局
は
、
先
使

用
権
を
多
用
し
な
い
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｉ
制
度

で
は
農
林
水
産
大
臣
の
措
置
命
令
に
よ
る

た
め
、
機
動
的
な
ブ
ラ
ン
ド
管
理
が
で
き

な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
点
は
、
生
産
地
が
自
ら

積
極
的
に
ブ
ラ
ン
ド
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
保

護
の
み
で
十
分
と
考
え
る
場
合
は
、
デ
メ

リ
ッ
ト
と
な
ら
な
い
。

　

第
三
に
、
パ
タ
ー
ン
Ｂ
も
一
段
階
の
品

質
基
準
で
あ
る
た
め
、
品
質
の
向
上
に
伴

い
価
格
が
上
昇
す
る
場
合
、
消
費
者
が
追

随
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ

る
。
と
く
に
農
産
物
は
、
日
常
的
に
消
費

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
価
格
が
上
昇

す
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

　

じ
つ
は
、
ハ
イ
・
ブ
ラ
ン
ド
の
ブ
ラ
ン

ド
戦
略
で
も
、
王
室
・
富
裕
層
向
け
の
希

少
商
品
と
、
一
般
人
向
け
の
普
及
商
品
を

使
い
分
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
エ
ル
メ

ス
は
普
及
商
品
を
軸
に
ビ
ジ
ネ
ス
を
成
立

さ
せ
て
い
る
一
方
、
ケ
リ
ー
・
バ
ッ
グ
や

バ
ー
キ
ン
・
バ
ッ
グ
の
イ
メ
ー
ジ
が
普
及

商
品
の
価
値
を
も
引
き
立
た
せ
て
い
る
結

果
、
エ
ル
メ
ス
の
商
品
全
体
の
コ
モ
デ
ィ

テ
ィ
化
を
防
い
で
い
る
と
言
え
る
。
地
域

ブ
ラ
ン
ド
の
二
階
層
化
の
必
要
性
が
再
確

数
的
な
と
こ
ろ
を
書
く
と
考
え
て
い
る
よ

う
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
般
に
、
い
っ
た
ん
基
準
と

い
う
も
の
が
文
書
化
さ
れ
固
定
化
さ
れ
る

と
、
そ
の
変
更
に
は
か
な
り
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
要
す
る
。
国
に
登
録
さ
れ
た
基
準

と
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
生
産
者

の
レ
ベ
ル
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
自

ら
の
産
品
が
Ｇ
Ｉ
の
対
象
か
ら
外
れ
る
お

そ
れ
が
出
て
き
た
と
き
は
、
当
該
者
は
品

質
基
準
の
向
上
に
強
く
抵
抗
す
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
抵
抗
は
、
品
質
基
準
を
新
た
に

設
定
す
る
と
き
よ
り
も
、
品
質
基
準
を
変

更
す
る
と
き
の
方
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。

「
共
有
地
の
悲
劇
」（
注
１
）
と
同
じ
利
益

状
況
で
あ
る
。

　

地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
品
質
基
準
が
一
段
階

し
か
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
基
準
を
レ

ベ
ル
の
低
い
生
産
者
の
基
準
に
合
わ
せ
れ

ば
、
そ
の
後
の
品
質
の
向
上
や
価
値
の
向
上

は
見
込
み
づ
ら
い
。
ま
た
、
最
大
公
約
数
的

な
基
準
で
は
、
産
品
の
個
性
や
こ
だ
わ
り

を
反
映
で
き
ず
、
ブ
ラ
ン
ド
・
エ
ク
イ
テ
ィ

の
蓄
積
の
面
か
ら
も
効
率
が
悪
い
。

②
パ
タ
ー
ン
Ｂ
（
単
独
Ｇ
Ｉ
戦
略
）

【
概
要
】
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
Ｇ
Ｉ
登
録
の

み
で
管
理
す
る
手
法
で
あ
り
、
Ｇ
Ｉ
登
録

（注１）共有地の悲劇とは、構成員の一部の者が自己の利益の最大化を
図った場合、その者は短期的には利益を得る。しかし、他の構成員が
追随した場合、構成員全員が歩調を合わせていた時よりも、どの構成
員の利益も減少し、構成員全体の総利益も減少する、という経済学の
法則である。
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そ
し
て
、
明
細
書
適
合
性
等
を
確
認
・
指

導
す
る
た
め
の
体
制
を
、
生
産
行
程
管
理

業
務
規
程
に
記
載
す
る
（
図
４
参
照
）。

　

つ
ま
り
、
申
請
書
は
、
国
が
お
墨
付
き

を
与
え
る
品
質
の
下
限
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
明
細
書
は
、
そ
の
上
乗
せ
部
分
と
言

え
る
。
上
記
構
造
は
、「
技
術
標
準
」
と

よ
く
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
標
準
技
術

を
ベ
ー
ス
に
、
各
社
が
独
自
技
術
を
上
乗

せ
し
、
差
別
化
を
図
る
構
造
で
あ
る
。

　

上
記
構
造
を
前
提
に
、
当
局
は
、
Ｇ
Ｉ

登
録
後
の
品
質
の
向
上
は
、
明
細
書
の
変

更
（
上
乗
せ
）
で
可
能
と
考
え
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
技
術
標
準
の
よ
う
に
、
生
産

者
団
体
ご
と
の
明
細
書
に
よ
る
上
乗
せ
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
明
細
書
に
よ
る
上
乗

せ
を
し
て
も
、
他
の
生
産
者
団
体
が
自
分

達
よ
り
低
い
基
準
（
申
請
書
と
同
一
の
基

準
）で
同
じ
Ｇ
Ｉ
を
付
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、

不
公
平
感
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
結

局
、
全
て
の
団
体
で
、
申
請
書
と
同
一
の

明
細
書
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

④
パ
タ
ー
ン
Ｃ
（
商
標
優
位
の
二
重
管
理

戦
略
）

【
概
要
】
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
Ｇ
Ｉ
登
録
と

商
標
権
（
地
域
団
体
商
標
を
含
む
）
を
組

認
で
き
よ
う
。

③
明
細
書
に
よ
る
上
乗
せ

　

Ｇ
Ｉ
登
録
申
請
書
類
と
し
て
は
、
①
申

請
書
、
②
明
細
書
、
③
生
産
行
程
管
理
業

務
規
程
の
三
点
が
必
須
で
あ
る
。

　

申
請
書
は
、
単
な
る
願
書
で
は
な
い
。

申
請
書
に
は
、
書
誌
的
事
項
の
他
に
、
農

林
水
産
物
等
の
「
生
産
地
」、「
特
性
」、

「
生
産
方
法
」「
特
性
と
生
産
地
の
不
可
分

性
」、「
生
産
地
に
お
け
る
生
産
実
績
」
と

い
う
国
が
お
墨
付
き
を
与
え
る
品
質
の
内

容
を
記
載
す
る
。

　

一
方
、
明
細
書
は
、
基
本
的
に
申
請
書

の
内
容
の
転
記
で
あ
る
。
唯
一
、
農
林
水

産
物
等
の
「
特
性
」
と
「
生
産
の
方
法
」

の
み
、
申
請
書
の
趣
旨
に
反
し
な
い
範
囲

で
、
生
産
者
団
体
ご
と
に
申
請
書
と
異
な

る
記
載
も
可
能
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
明
細
書
の
「
特
性
」
に
つ

い
て
、
申
請
書
よ
り
も
厳
し
い
規
格
を
記

載
し
た
り
、
申
請
書
の
規
格
に
新
た
な
要

件
を
付
加
し
た
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
明
細
書
の
「
生
産
の
方

法
」
に
つ
い
て
、
申
請
書
の
生
産
の
方
法

の
一
部
を
限
定
し
て
記
載
し
た
り
、
申
請

書
の
生
産
の
方
法
に
新
た
な
行
程
を
付
加

し
た
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

み
合
わ
せ
て
管
理
す
る
二
階
層
の
ブ
ラ
ン

ド
構
造
で
あ
り
、
商
標
権
に
よ
り
品
質
基

準
を
高
く
設
定
し
つ
つ
、
Ｇ
Ｉ
登
録
に
よ

り
当
該
地
域
の
生
産
者
を
広
く
取
り
込
む

パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
、
Ｇ
Ｉ
法
三
条
二
項
二
号
を

根
拠
に
、
Ｇ
Ｉ
と
商
標
を
同
じ
名
称
と
し
、

Ｇ
Ｉ
産
品
と
し
て
流
通
さ
せ
た
い
場
合
に

は
Ｇ
Ｉ
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
付
し
て
、
商
標
と
し

て
の
使
用
の
場
合
に
は
Ｇ
Ｉ
ロ
ゴ
マ
ー
ク

を
付
さ
な
い
で
流
通
さ
せ
る
と
い
う
運
用

も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
局
は
、
Ｇ
Ｉ

ロ
ゴ
マ
ー
ク
は
付
属
的
な
も
の
で
、
名
称
の

み
で
特
性
を
特
定
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
、
こ
の
よ
う
な
運
用
を
否
定
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
パ
タ
ー
ン
Ｃ
お
よ
び
次

の
パ
タ
ー
ン
Ｄ
に
お
い
て
は
、
Ｇ
Ｉ
と
商

標
は
「
非
類
似
の
名
称
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
当
局
の
意
向
に
従
え

ば
、
パ
タ
ー
ン
Ｃ
は
、
Ｇ
Ｉ
を
ベ
ー
ス
と

し
て
、
独
自
の
こ
だ
わ
り
を
上
乗
せ
す
る

生
産
者
は
商
標
権
を
設
定
し
て
差
別
化
を

図
る
と
い
う
形
に
な
る
。

　

な
お
、図
形
商
標「
く
ろ
さ
き
茶
豆
」（
商

標
登
録
第
四
六
八
四
五
一
二
号
）
と
く
ろ

さ
き
茶
豆
（
農
林
水
産
大
臣
登
録
（
以
下
、

Ｇ
Ｉ
登
録
と
い
う
）
第
二
九
号
）
や
、
図

図３－２　ＧＩと商標の組み合わせパターンＤ～Ｅ

GI GI（甲）

GI（乙）

甲

商標 乙
１

乙
2

乙
3
乙
4

非GI 非GI 非GI

パターンD1 パターンD2 パターンE
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を
理
解
し
、
業
界
団
体
の
保
証
す
る
品
質

の
方
が
優
れ
て
い
る
と
認
識
で
き
る
顧
客

は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。と
く
に
農
産
物
は
、

本
来
的
な
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
商
品
で
あ
り
、

業
界
団
体
の
品
質
保
証
が
国
の
品
質
保
証

に
勝
る
と
い
う
の
は
違
和
感
が
あ
る
。

　

第
三
に
、
ブ
ラ
ン
ド
育
成
の
流
れ
と
し

て
非
効
率
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｇ
Ｉ

登
録
に
は
生
産
期
間
の
合
計
が
概
ね
二
五

年
あ
る
こ
と
を
要
す
る
た
め
、
ブ
ラ
ン
ド

化
に
意
欲
的
な
団
体
や
地
域
は
、
Ｇ
Ｉ
登

録
申
請
よ
り
先
に
商
標
登
録
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、前
述
の
よ
う
に
、

当
局
は
Ｇ
Ｉ
法
三
条
二
項
二
号
お
よ
び
同

三
～
四
号
の
適
用
に
つ
い
て
極
め
て
抑
制

的
で
あ
る
た
め
、
当
該
名
称
で
Ｇ
Ｉ
登
録

を
目
指
す
場
合
に
は
、
事
実
上
、
Ｇ
Ｉ
に

一
本
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。そ
の
う
え
で
、

当
該
Ｇ
Ｉ
の
上
に
、
新
た
な
個
別
ブ
ラ
ン

ド
の
商
標
権
を
上
乗
せ
す
る
と
い
う
の
は

非
効
率
的
で
あ
る
。

　

第
四
に
、商
標
が
個
々
の
生
産
者
の「
商

品
名
」
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
地
域
ブ
ラ
ン

ド
の
２
階
層
化
と
は
な
ら
ず
、
実
質
的
に

は
パ
タ
ー
ン
Ｂ
と
変
わ
ら
な
い
。
工
業
製

品
に
お
い
て
は
メ
ー
カ
ー
が
強
く
意
識
さ

れ
る
が
、
農
産
物
に
お
い
て
は
産
地
や
販

形
商
標
「
堂
上
蜂
屋
柿
」（
商
標
登
録
第

四
三
一
五
一
七
八
号
）
と
堂
上
蜂
屋
柿
（
Ｇ

Ｉ
登
録
第
五
〇
号
）
は
、
当
局
に
よ
り
非

類
似
と
判
断
さ
れ
た
た
め
か
、
Ｇ
Ｉ
法
一
三

条
一
項
四
号
ロ
に
該
当
し
な
い
と
し
て
Ｇ

Ｉ
登
録
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

【
利
点
】
①
Ｇ
Ｉ
に
加
え
て
、
商
標
権
に

係
る
ブ
ラ
ン
ド
協
議
会
等
の
品
質
管
理
に

よ
り
、
さ
ら
な
る
品
質
の
向
上
を
牽
引
で

き
る
、
②
商
標
権
（
権
利
行
使
、
ラ
イ
セ

ン
ス
）
に
よ
る
機
動
的
な
ブ
ラ
ン
ド
管
理

が
で
き
る
、
③
国
（
Ｇ
Ｉ
）
と
商
標
権
者

に
よ
る
二
重
の
ブ
ラ
ン
ド
保
護
が
で
き

る
、
④
産
品
の
個
性
や
こ
だ
わ
り
も
反
映

で
き
る
、
⑤
場
合
に
よ
っ
て
は
、
商
標
権

の
ラ
イ
セ
ン
ス
料
獲
得
の
可
能
性
が
あ
る

こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
検
討
】当
局
の
意
向
を
反
映
し
た
パ
タ
ー

ン
Ｃ
に
は
、五
つ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
商
標
権
は
品
質
基
準
を
前
提

と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
品
質
基
準
の
遵

守
は
専
ら
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
委
ね
ら
れ

る
た
め
、
最
上
位
の
産
品
の
品
質
維
持
・

向
上
を
制
度
上
、
担
保
で
き
な
い
。

　

第
二
に
、
よ
ほ
ど
高
価
な
買
い
物
で
な

い
限
り
、
数
多
あ
る
業
界
団
体
が
保
証
す

る
品
質
と
、
国
が
保
証
す
る
品
質
の
差
異

売
者
が
意
識
さ
れ
る
現
実
が
あ
る
。

　

第
五
に
、
Ｇ
Ｉ
登
録
は
登
録
時
に
一
度

だ
け
登
録
免
許
税
を
支
払
え
ば
よ
い
が
、

商
標
権
は
保
有
し
続
け
る
間
、
維
持
年
金

が
か
か
る
。

　

ま
た
、
登
録
商
標
の
使
用
に
ラ
イ
セ
ン

ス
料
を
科
す
場
合
、
ラ
イ
セ
ン
ス
料
の
支

払
い
を
嫌
っ
て
登
録
商
標
が
使
用
さ
れ
な

く
な
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
（
か
つ
て

の
日
本
酒
級
別
制
度
に
お
い
て
、
あ
え
て

酒
税
の
安
い
二
級
酒
と
し
て
売
る
場
合
の

よ
う
に
）。
そ
の
場
合
は
パ
タ
ー
ン
Ｂ
と

実
質
的
に
同
様
と
な
る
。

⑤
パ
タ
ー
ン
Ｄ
１
（
Ｇ
Ｉ
優
位
の
二
重
管

理
戦
略
・
超
ブ
ラ
ン
ド
化
戦
略
）

【
概
要
】
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
Ｇ
Ｉ
登
録
と

商
標
権
（
地
域
団
体
商
標
を
含
む
）
を
組

み
合
わ
せ
て
管
理
す
る
二
階
層
の
ブ
ラ
ン

ド
構
造
で
あ
り
、
Ｇ
Ｉ
登
録
に
よ
り
品
質

基
準
を
高
く
設
定
し
つ
つ
、
商
標
権
に
よ

り
既
存
の
生
産
者
を
広
く
取
り
込
む
パ

タ
ー
ン
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
当
局

に
よ
れ
ば
、
Ｇ
Ｉ
と
商
標
は
「
非
類
似
の

名
称
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
利
点
】
パ
タ
ー
ン
Ｃ
の
メ
リ
ッ
ト
と
同

様
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
既
存
の
生
産
者

も
従
前
か
ら
の
登
録
商
標
を
継
続
し
て
使

図４　主なＧＩ登録申請書類の関係

標準技術

A社の
特許
発明

B社の
特許
発明

C社の
ノウハウ

申請書

A団体の
明細書

（申請書
と同一）

B団体の
明細書

（生産の
方法が
厳しい）

C団体の
明細書

（特性が
厳しい）

生産行程管理業務規程
（明細書適合性等の確認・指導の規程）
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【
概
要
】
パ
タ
ー
ン
Ｄ
１
の
応
用
と
し
て
、

複
数
の
商
標
権
（
個
別
ブ
ラ
ン
ド
：
乙

１
・
乙
２
・
乙
３
・
乙
４
）
の
上
に
、
Ｇ

Ｉ
（
甲
）
を
位
置
付
け
る
パ
タ
ー
ン
も
可

能
で
あ
る
。
な
お
、
Ｇ
Ｉ
と
商
標
は
必
ず

「
非
類
似
の
名
称
」
と
な
る
。

【
利
点
】
複
数
の
商
標
権
の
上
に
、
Ｇ
Ｉ

を
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
地

域
の
ブ
ラ
ン
ド
も
維
持
し
つ
つ
、
統
一
的

な
ブ
ラ
ン
ド
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑦
パ
タ
ー
ン
Ｅ
（
二
段
Ｇ
Ｉ
戦
略
）

【
概
要
】
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
Ｇ
Ｉ
登
録
の

み
で
管
理
す
る
手
法
で
あ
る
が
、
品
質
基

準
を
高
く
設
定
し
た
Ｇ
Ｉ
登
録
（
甲
）
と
、

品
質
基
準
を
や
や
低
く
設
定
し
た
Ｇ
Ｉ
登

録
（
乙
）
を
組
み
合
わ
せ
て
管
理
す
る
二

階
層
の
ブ
ラ
ン
ド
構
造
で
あ
る
。
な
お
、

Ｇ
Ｉ
登
録
（
甲
）
と
Ｇ
Ｉ
登
録
（
乙
）
は
、

必
ず
「
非
類
似
の
名
称
」
と
な
る
。

　

た
と
え
ば
、最
上
位
の
「
神
戸
ビ
ー
フ
」

（
Ｇ
Ｉ
登
録
第
三
号
）と
下
位
の「
但
馬
牛
」

（
Ｇ
Ｉ
登
録
第
二
号
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
利
点
】
①
Ｇ
Ｉ
登
録
（
甲
）
に
よ
っ
て
、

さ
ら
な
る
品
質
の
向
上
を
牽
引
で
き
る
一

方
、
Ｇ
Ｉ
登
録
（
乙
）
に
よ
っ
て
、
あ
る

程
度
、
当
該
地
域
の
既
存
の
生
産
者
に
も

配
慮
で
き
る
、
②
Ｇ
Ｉ
の
二
段
構
え
に
よ

用
で
き
る
。

【
検
討
】
パ
タ
ー
ン
Ｄ
１
は
、
我
が
国
の

実
情
と
も
合
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述

の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｉ
登
録
に
は
生
産
期
間
の

合
計
が
概
ね
二
五
年
あ
る
こ
と
を
要
す
る

た
め
、
ブ
ラ
ン
ド
化
に
意
欲
的
な
団
体
や

地
域
は
、
Ｇ
Ｉ
登
録
申
請
よ
り
先
に
商
標

登
録
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、

二
〇
一
八
年
八
月
三
一
日
現
在
、
Ｇ
Ｉ
登

録
件
数
六
六
件
の
う
ち
、
三
四
件
が
商
標

登
録
さ
れ
て
い
る
（
類
似
商
標
を
含
む
）。

な
お
、
Ｇ
Ｉ
登
録
が
先
、
商
標
登
録
出
願

が
後
の
場
合
は
、
商
標
登
録
出
願
は
拒
絶

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
商
標
法
三
条
一

項
三
号
、
同
四
条
一
項
一
六
号
参
照
）。

　

と
す
る
と
、
従
前
か
ら
の
商
標
権
で
築

き
上
げ
て
き
た
ブ
ラ
ン
ド
・
イ
メ
ー
ジ
を
、

後
の
Ｇ
Ｉ
登
録
に
あ
た
っ
て
低
品
質
の
も

の
に
ま
で
及
ぼ
す
（
商
標
権
の
下
に
Ｇ
Ｉ

を
位
置
づ
け
る
）と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。

　

む
し
ろ
、
パ
タ
ー
ン
Ｄ
１
の
よ
う
に
、

従
前
か
ら
の
商
標
権
で
築
き
上
げ
て
き
た

ブ
ラ
ン
ド
・
イ
メ
ー
ジ
を
、
後
の
Ｇ
Ｉ
登

録
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
め
て
い
く
と
い
う

方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

⑥
パ
タ
ー
ン
Ｄ
２
（
Ｇ
Ｉ
優
位
の
二
重
管

理
戦
略
・
複
数
ブ
ラ
ン
ド
）

り
、
し
っ
か
り
と
品
質
管
理
さ
れ
た
ブ
ラ

ン
ド
構
造
を
構
築
で
き
る
、
③
産
品
の
個

性
や
こ
だ
わ
り
も
反
映
で
き
る
、
④
商
標

権
に
係
る
維
持
年
金
が
不
要
で
あ
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
先
使
用
権
（
Ｇ

Ｉ
法
三
条
二
項
四
号
）
に
つ
い
て
は
、
パ

タ
ー
ン
Ｂ
と
同
様
で
あ
る
。

【
検
討
】
Ｇ
Ｉ
と
い
う
枠
組
み
か
ら
す
る

と
、
一
番
無
理
の
な
い
手
法
で
は
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
Ｅ
Ｕ
の
Ｐ
Ｄ
Ｏ
と
Ｐ
Ｇ
Ｉ

は
ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
異
な
る
た
め
、
一
見
し

て
上
下
関
係
が
わ
か
る
が
、
我
が
国
の
Ｇ

Ｉ
制
度
は
一
階
層
し
か
な
い
た
め
、
Ｇ
Ｉ

登
録
（
甲
）
と
Ｇ
Ｉ
登
録
（
乙
）
が
別
個

並
列
の
産
品
と
認
識
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ

れ
が
あ
る
。

　

ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｉ
制
度
で

は
農
林
水
産
大
臣
の
措
置
命
令
に
よ
る
た

め
、
機
動
的
な
ブ
ラ
ン
ド
管
理
が
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
点
は
、
パ
タ
ー
ン
Ｂ
と

同
様
で
あ
る
。

【
応
用
】
パ
タ
ー
ン
Ｄ
２
と
同
様
に
、
二

段
目
に
複
数
の
Ｇ
Ｉ
登
録
を
位
置
付
け
る

パ
タ
ー
ン
も
可
能
で
あ
る
（
注
２
）。

（
浅
野
国
際
特
許
事
務
所
＝
港
区
赤
坂
七

－

六

－

四
一

－

二
〇
四
）

（注 2）なお、日 EU の EPA が 2018 年 7 月 17 日に署名され、2019 年 3 月下
旬までの発効を目指している。当該 EPA の発効後、日本の GI 法等も再改正
される予定である。本稿に関わる改正としては、①広告・ネット販売サイト・
外食メニュー等のサービス的な GI の使用も、一定の場合は規制されること、
②先使用権を 7 年間に制限すること、③登録 GI と同一類似の商標が GI 産
品の品質を誤認させる場合、当該商標登録出願が拒絶されること（冒認出
願等）が検討されている。ただし、改正内容によっては、上記につき、EU
の PGI と日本の登録 GI で取扱いが異なることになる可能性もある。


